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衆
議
院
議
員
山
内
康
一
君
提
出
特
殊
法
人
に
お
け
る
元
国
家
公
務
員
の
嘱
託
職
員
ポ
ス
ト
お
よ
び
非
人
件
費
ポ
ス
ト
に

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

平
成
二
十
二
年
二
月
十
日
時
点
で
、
常
勤
の
国
家
公
務
員
の
退
職
者
（
職
務
の
専
門
性
等
を
踏
ま
え
、
専
ら
教
育
、
研
究

又
は
医
療
に
従
事
し
た
者
、
国
家
公
務
員
と
し
て
の
勤
務
が
一
時
的
で
あ
っ
た
者
、
国
の
機
関
の
組
織
又
は
業
務
を
承
継
し

た
特
殊
法
人
の
プ
ロ
パ
ー
職
員
及
び
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
第
十
九
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
き
退
職
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
簡
素
で
効
率
的
な
政
府
を
実
現
す
る
た
め

の
行
政
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
役
員
及
び
職

員
の
数
又
は
こ
れ
ら
に
係
る
人
件
費
の
削
減
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
特
殊
法
人
に
お
い
て
人

件
費
以
外
の
費
目
か
ら
年
間
報
酬
が
支
出
さ
れ
て
い
る
ポ
ス
ト
に
就
い
て
い
る
も
の
の
う
ち
、
そ
の
額
が
六
百
万
円
以
上
で

あ
る
も
の
に
つ
い
て
調
査
（
以
下
「
今
次
調
査
」
と
い
う
。
）
を
行
い
、
現
時
点
で
各
府
省
に
お
い
て
確
認
で
き
た
者
の
ポ

ス
ト
名
、
常
勤
又
は
非
常
勤
の
別
、
氏
名
及
び
最
終
官
職
並
び
に
当
該
ポ
ス
ト
が
設
け
ら
れ
た
時
期
に
つ
い
て
お
示
し
す
る

と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一



株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
国
民
生
活
事
業
本
部
総
務
参
事

常
勤

麦
島
耕
一
郎

財
務
省
関
東
財
務
局
甲
府
財
務

事
務
所
長

平
成
二
十
年
十
月
一
日

ま
た
、
当
該
者
の
年
間
報
酬
額
は
、
千
万
円
以
上
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

今
後
、
各
特
殊
法
人
及
び
そ
の
所
管
の
府
省
に
お
い
て
、
今
次
調
査
の
対
象
に
該
当
す
る
ポ
ス
ト
の
う
ち
、
年
間
報
酬
額

が
千
万
円
以
上
の
ポ
ス
ト
の
新
設
は
行
わ
な
い
こ
と
と
し
、
ま
た
、
年
間
報
酬
額
が
六
百
万
円
以
上
千
万
円
未
満
の
ポ
ス
ト

の
新
設
に
つ
い
て
も
、
真
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
除
き
、
こ
れ
を
行
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
の
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
既
に
、
平
成
二
十
一
年
度
末
で

廃
止
す
る
予
定
と
し
て
い
る
。

二


